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教育改革者としての宇垣一成 

 

 戦史研究センター史料室 山口昌也 

はじめに 

宇垣一成は大正・昭和戦前期の日本陸軍を代表する軍人である。陸軍軍政の頂点である陸相時代に政

党内閣の政策に協力し、いわゆる「宇垣軍縮」によって4個師団の削減を断行した。その政治的手腕か

ら予備役編入後も、朝鮮総督や外相等を歴任、首相候補にも擬せられている。それゆえこれまでの宇垣

研究は、軍人政治家としての一面に考察が集中してきた1。 

しかし、宇垣の軍歴をみると、明治 41（1908）年に陸軍教育を統轄する教育総監部の課員になっ

たのを皮切りに、同第1課長、歩兵学校長、陸軍大学校長、教育総監部本部長、と断続的とはいえ、教

育畑を歩んできた軍人であった。さらに陸相時代には、将来国家総力戦で活躍できる陸軍指導者育成の

ため、一部将校を東京帝国大学文・経・法・3 学部に聴講生として派遣、修学させる教育制度を発足さ

せており2、教育改革者としての一面が垣間見えるのである。ところが、教育改革者としての宇垣を考察

した人物研究はない。宇垣はいかなる思索と経験を積み重ねた末、この派遣制度を発足させたのであろ

うか。 

よって本稿では、明治 35（1902）年から始まる通称「宇垣一成日記」を手掛かりに、派遣制度発

足にいたるまでの宇垣の思索と経験を検討・分析し、教育改革者としての宇垣一成を考察していく。 

 

１、軍民関係の重視 

宇垣は、軍隊指導者としての立場から軍民関係について思索していく。 

明治36(1903)年独国留学時代に、独国民が小学生の時から「陸軍的」な器械体操に「真面目」に従

事していることに驚き、所感を次のように述べている。たった3年の軍隊教育だけでどうして「完全な

る兵士」を育成できるであろうか。20 年来のかかる積み重ねによって「強健耐久の兵士」となるので

ある、という3。少なくともこの留学時代には、軍民関係を意識していたのである。 

大正3（1914）年、第1次世界大戦が勃発。翌4(1915)年、軍事課長宇垣は述べて、一般の学校

教育者の仕事は良兵となり得る良民を育成することである、といい、また述べて、毎年入隊する多くの

青年の指導を誤らなければ青年は「軍隊の親友」になる、と主張している。軍民関係に関してかかる意

識を有する宇垣は、大正4(1915)年1月の軍事課長就任までに「多年」国民に向けて「軍事思想の普

及」と軍民の「融和」に実際努めてきたと自負していた4。大正5(1916)年、前年8月から歩兵学校長

となっていた宇垣は、今後数年間になすべき事項について述べて、「今次の大戦争」によって「国防は

挙国一致でなければならぬ」という印象が全国民にしみ渡りかけた今、ますますこれを助長することが

肝要である、として、さらなる軍事思想の普及と軍民の体育統一を主張した5。大戦 3 年目の時点にお

ける宇垣は、軍民関係について留学時代からの延長線上でとらえていたのである。 

ところが、大戦最後の年である大正7(1918)年、参謀本部第1部長時代においては、思索に変化が

みられ、「今後の戦争は国民のあらゆる智力あらゆる財力あらゆる努力の組織的結合力（文明）の戦い」
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であり、現戦争における独国はおおむねこの要領にて戦っている、といい6、さらに述べて、将校に「常

識養成」が必要なのは単に「社交的」のためではなく、「良民」としてはいかなる「素質資格」を備え

るべきかについて、「各般の方面」にわたる幅広い「智識」を得るためである、としていた7。つまり宇

垣は、大戦がいわゆる国家総力戦であると明確に認識した上で、これまでのごとく一方的に国民に軍事

思想を普及するだけではなく、軍隊指導者である将校も国民をもっと知るべきと考えるに至ったのであ

る。 

 

２、国民の批判的視線を前にして 

大正7(1918)年11月、独国が降伏。参謀本部第1部長宇垣は、大戦で独国が国民一部の裏切りに

よって敗北した事実を大いにいましめるべき「重要事」とする8。大戦後の欧州では、民主化や国際平和

が希求された。一方、日本国内においては、学者らによって専制主義および軍国主義に対する民主主義

や平和主義の啓蒙運動が展開され、大正8年以降は社会主義、とりわけマルクス主義が論壇を賑わせた

9。かかる国内外の社会情勢を背景に、日本国民の軍隊・軍人に対する視線は変化し始めていく。 

大正8(1919)年、同年4月に陸大校長に就任していた宇垣は、国民の軍隊・軍人に対する視線の変

化について述べて、独国「軍国主義」を呪いたる考えは一転して「忠勇なる」日本陸海軍人をも「呪詛」

する傾向も若干生じている、といい、また述べて、国民の多数は無論「健全なる軍隊存在の必要」を認

めているものの、「少数なる某部分」においてはその必要をほとんど忘却しておる向もある、としてい

る10。さらに、大正8(1919)年末に「総勘定」として述べて、「思想界の変調」と物価高騰による「生

活上の圧迫」は私の予想よりも「甚大」であった。今のところなお「外形上」に著しく現れていなくと

も「内部的」には余程「根柢深く」なっている様である、と憂慮した11。 

かくて国民の軍隊・軍人に対する視線は、明治期の日清・日露戦争における赫々たる軍功が大正期に

あって記憶の彼方に去りつつある中、専制主義および軍国主義に対する民主主義や平和主義の啓蒙運動

等を背景に、礼賛される存在から批判される存在へと変わり始めていたと推察される。宇垣は独国の敗

北要因を念頭に、かかる変化を憂慮したのである。 

他方で宇垣は、かような情勢下でいかに軍民関係を強化できるかにつき、思索を重ねていた。陸大校

長宇垣は大正 8(1919)年に述べて、軍隊構成員の大部分は「若輩」である。この「若輩の心理状態」

を理解できなければ、「善導」も「利用」もできない。ましてや彼らを「水火に駆りて」活躍させるこ

とも不可能である。ゆえに軍隊指導者としては身心ともに老いないことが肝要であると同時に、「新人

物と新学術に接して」指導力を向上させなければならない、といい12、さらに翌 9(1920)年において

も述べて、「国民精神は武力の基礎」であり、「士気の源泉」である。「国民と軍隊とは一体」にして

「両分」するべきではなく、「戦争目的遂行のため一致協力」しなければならない。そのためには、「偉

大なる」指導者がよく人心を「指導統一」することが「肝要」である、というように13、軍民一致のた

めには強力な指導力が必要と主張した。かくて宇垣は、独国の敗因を軍隊から国民が離反した点にある

と考え、国民のことをよく知るだけではなく、強力な指導力によって軍民一致を果たそうとしたのであ

る。 

そうした中、同年5月、陸軍少佐永田鉄山の筆とされる14、陸軍における大戦研究の総決算というべ

き『国家総動員に関する意見』が出された。この『意見』では次のように主張されている。すなわち、
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国家総力戦に向けて「文武官民」（文官・武官・民間）三者間の「融合一致」が必要であり、互いの職

業を理解しなければならない。たとえば軍人は「純軍事に堪能なる」だけではなく、これまで以上に法

律や経済上の「智識」を「具有」し、「産業状態」や「社会事情」に相当の理解が要求される。同様に

軍人以外の人々も「従来のごとき浅薄なる軍事智識」に甘んじていてはいけない。もし将来もなお「文

武官民相互」の職業に対して無理解のままならば、「密接不可離」の協同一致は望みえない、とし15、

陸軍将校および一般国民の教育改革が主張された16。 

陸大校長宇垣は、この『意見』が発表されて程なく述べて、将来の軍事研究において「技術を中心と

する研究」はもちろん「緊要」であるものの、「人を中心とする研究」も同様かそれより以上に「緊要」

である。「人を中心とする研究」はこれまで軽視されてきた。「人を中心とする研究」で「軍事に密接

の関係あるもの」としては、心理学、社会学、教育学、財政経済学、歴史等である、といい、さらに述

べて、陸大教育も将来は大いに「国民化」というかあるいは「社会化」する必要がある。かつての戦争

では「軍事教育」のみを受けて「社会の外に超然たる軍人」だけでも事足りていたものの、「国の全智

全能を挙げて」戦う国家総力戦においては軍人殊に指導的立場に立つ人物は「社会諸般の事情を一通り」

弁え理解しなければならない。「実社会と隔絶したものでは宜しくない」、と主張している17。 

以上のように、大戦後、千変万化する国内外の社会情勢を背景に、日本国民の軍隊・軍人に対する視

線は批判的になり始めていた。宇垣は独国の敗因を念頭にかかる変化を憂慮し、軍民一致のためには国

民のことをよく知るだけではなく、強力な指導力が必要と主張する。そうした中、『国家総動員に関す

る意見』が発表される。宇垣はこの『意見』に共鳴し、国家総力戦にむけて将来の陸軍指導者は軍事専

門のみならず、軍事に関係する心理学や教育学等の分野も修学し、社会事情に通じて一般社会と隔絶し

てはならない、としたのであった。さらに『意見』発表以前の宇垣は、軍隊指導者としての立場から「軍

隊」を中心に思索する傾向にあったものの、『意見』に刺激されたことで、より高所から、将来国家総

力戦において活躍可能な陸軍指導者のあり方について思索を深めるようになったのである。 

 

３、教育総監部本部長、そして陸相就任 

宇垣は、大正 11(1922)年 5 月、教育総監部を実質的に統轄した本部長に就任すると、部下が起草

した次のような趣旨の案を陸軍省軍務局軍事課に提出した18。すなわち、昨今の青年はすこぶる懐疑的

批評的になったゆえ、従来の「慣習」や「伝統的道徳」にも「一々説明」を求めて「盲従」を肯んじな

い。社会主義思想等の「不健全」な「主義・学説」の「襲来」により、「国民思想」はややもすれば動

揺し、社会の趨勢や青年の嗜好等憂慮すべきものが少なくない今日において、心理学や教育学等といっ

た「精神科学」の素養がない将校は到底、軍隊教育の指導者として立ちえない、といい、さらに述べて、

一部将校に東京帝国大学文学部で「精神科学」を修学させ、「一般将校」の指導やその他軍隊教育の改

善に貢献させるべき、と主張しているように、軍隊教育の指導者である将校に「精神科学」を修学させ、

その知見をもって軍隊教育の教育効果を高めようとしたのである。すでにこの案は、宇垣の本部長就任

以前にも軍事課に提出されていたものの、派遣人員については新規予算が却下され、教育総監部の予算

内で実施されていた。 

宇垣が本部長として提出した大正12年度の派遣案も軍事課に却下されたと推察され、結局教育総監

部の予算内で実施したのであった19。海軍に続いて陸軍にも軍縮を求める世論を前に、大正11(1922)
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年、12(1923)年と2度にわたって陸相山梨半造は軍縮を実施していた。いわゆる山梨軍縮である。か

かる情勢下で新たな予算措置を必要とする教育総監部の案が認可される見込みは極めて薄かったであろ

う。 

大正11(1922)年、山梨軍縮について本部長宇垣は次のように述べている。すなわち、今度の軍縮に

おいては新兵器の採用は少数ではあるが何もしないよりは良い。人事行政の方もなんら巧妙なる手段も

認められないが多少目鼻が付きかけたくらいで「微温的」である。殊に教育の「改新」に手を就けてい

ない点はいかに弁解しても「整理」というより、文字通り軍を縮めただけと言わなければならない。実

力低下を避けるならば教育に大いに力を用いることは万事を措いての緊急事項である。これを放置して

いずこに「真正の整理」があるのか。教育系統を取り仕切る教育総監部があってこの有様である、と嘆

息した20。さらに、大正 12(1923)年 3 月、大正 12 年度の派遣案が軍事課によって却下された後に

述べて、日本の一般社会においては教育の問題が起こっているにもかかわらず、我が陸軍では「少数識

者」以外のみが自覚している状況であり、教育そのものがやはり「第二位」の取り扱いをうける傾向に

ある。社会の大勢に陸軍も従うべき時が来る。そのときは決して遠くない。私はこれに関して最善を尽

くしている最中である、と陸軍当局の教育に対する消極的な姿勢を遺憾としつつも、現状の改革に取り

組む積極的な姿勢を示したのであった21。 

 大正 12(1923)年 10月、宇垣は陸軍次官に就任し、同年 9月に発生した関東大震災の対応につと

めた後、大正13(1924)年1月、清浦圭吾内閣が発足すると、陸相となる。 

同年2月、陸相宇垣は、教育総監部からの通牒を受け、4月から「軍隊教育及将校生徒教育」に資す

る目的で4名を東京帝国大学文学部へ派遣したのを皮切りに、自らの主導で同法学部と経済学部への派

遣を開始、のちに文学部への派遣事業も自らの主導下においた22。陸相宇垣は派遣制度の意図について

述べて、今後の戦争は特異の場合を除くほかはいわゆる「国力戦」であり、国家の有する「全知全能の

対峙抗争」である。これを分類すれば「武力戦、思想戦、経済戦」ともいえる。我ら軍人の主として管

掌すべきは「武力戦」の範囲に属すものの、他の二者と離れて「単独各個」に働いては十分な効果をお

さめることができない。三者相伴い相協同してはじめて国の「真威力」を発揮できるのである。私の発

意で青年将校に思想、教育、政治、経済等を講究させているのは、この「国力戦」に応じるためである、

と述べているように23、将来国家総力戦で活躍する陸軍指導者育成のため発足させたのであった。 

 

おわりに 

宇垣は、大戦勃発以前から軍民関係を重視し「融和」に努めていた。それが、大戦を国家総力戦と認

識した後においては、一方的に国民に軍事思想を普及するだけではなく、軍隊指導者である将校も国民

のことをもっと知るべきと思索する。 

大戦後、千変万化する国内外の社会情勢を背景に、日本国民の軍隊・軍人に対する視線は批判的にな

り始めていた。宇垣は独国の敗因を念頭にかかる変化を憂慮し、軍民一致のためには国民のことをよく

知るだけではなく、強力な指導力が必要と主張する。 

その後、宇垣（陸軍少将）よりも下級者の永田鉄山（陸軍少佐）による『国家総動員に関する意見』

が発表された。宇垣はこの『意見』に共鳴し、国家総力戦にむけて将来の陸軍指導者は軍事専門のみな

らず、軍事に関係する心理学や教育学等の分野も修学し、社会事情に通じて一般社会と隔絶してはなら
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ない、とした。さらに『意見』発表以前の宇垣は、軍隊指導者としての立場から「軍隊」を中心に思索

する傾向にあったものの、『意見』に刺激されたことで、より高所から、将来国家総力戦において活躍

可能な陸軍指導者のあり方について思索を深めるようになる。 

教育総監部本部長の就任後においては、軍隊教育の教育効果向上をねらい、東京帝国大学文学部に一

部将校を聴講生として派遣、修学させるという部下案を本部長として指導するとともに、陸軍当局の教

育に対する消極的な姿勢を遺憾とし、かかる現状を積極的に改革に取り組む姿勢を示した。陸相に就任

した宇垣は、これまで積み重ねてきた思索や経験に基づき、施策を断行していく。東京帝国大学に派遣

するという教育総監部におけるかつての部下案を原型としつつも、将来国家総力戦で活躍する陸軍指導

者育成のため、法学部や経済学部も派遣先に含め、陸相主導で推進したのであった。 

以上のように、教育改革者としての宇垣一成には、上級者になっても安住せず、刻々と変遷する時代

の趨勢をとらえて常に自ら思索し、たとえ自らよりも下級者であっても、その意見や案に耳を傾け、消

化吸収に努める積極的かつ柔軟な姿勢があったのである。そして陸相就任後も、決して「権威の偶像」

にはならず24、年来の所信を断行したといえよう。 
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1  たとえば、高杉洋平『宇垣一成と戦間期の日本政治』（吉田書店、平成27年）、北岡伸一『官僚制

としての日本陸軍』（筑摩書房、平成24年）「第四章 宇垣一成の一五年戦争批判」、戸部良一『昭

和の指導者』（中央公論新社、平成31年）「補論 宇垣一成待望論」、角田順『政治と軍事―明治・

大正・昭和初期の日本―』（光風社出版、昭和62年）「四、大正デモクラシーの崩壊と宇垣一成」「五、

小論宇垣一成」、等がある。 
2  拙稿「東京帝国大学陸軍派遣学生制度の発足」『政治経済史学』601号（平成29年1月）。 
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